
とちぎ気候変動対策連携フォーラム 

設立総会 

次第 

日時 令和３年７月６日（火）13:30～ 

会場 栃木県産業技術センター多目的ホール 

 

１． 開 会 

２． 挨 拶 

３． 報告事項 

（１） とちぎ気候変動対策連携フォーラム設置要綱について 

（２） 令和３年度事業計画について 

４． コーディネーターの紹介について 

５． 閉会 

 





とちぎ気候変動対策連携フォーラム設置要綱 

 

（名称） 

第１条 この組織は、「とちぎ気候変動対策連携フォーラム（以下「フォーラム」という。）」

と称する。 

 

（目的） 

第２条 フォーラムは、気候変動による影響が県内で活動する企業の経営に及ぼす影響に

ついての理解を深めるとともに、気候変動をチャンスと捉えた気候変動対策に資する取

組やビジネス等を促進すること、さらには 2050 年カーボンニュートラル実現に向けた理

念や必要となる取組等について共有を図ることを目的とする。 

 

（会員） 

第３条 会員は、栃木県内で活動する企業、教育機関、NPO 等の地域団体等及び市町を対象

とする。 

 

（入会及び退会） 

第４条 フォーラムに入会を希望する者は、別に定める加入申込書をフォーラムの事務局

に提出する。 

２ 会員の入会金及び会費は無料とする。 

３ フォーラムの退会を希望する者は、退会届出書を事務局に提出しなければならない。 

 

（会員資格の取消し） 

第５条 フォーラムは、会員が次のいずれかに該当する場合、その資格を取り消すことが出

きる。 

 (1) フォーラムの信用を毀損し、又はその目的に反するような行為をしたとき 

 (2) 会員又は第三者に不利益をもたらすような行為をしたと認められる場合 

 (3) 法令や公序良俗に反する行為をしたと認められる場合 

 

（会長及び幹事） 

第６条 フォーラムに会長及び幹事を置く。 

２ 会長は、栃木県気候変動適応センター長（栃木県環境森林部長）をもって充てる。 

３ 会長に事故があるときには、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。 

４ 幹事は別表に掲げる団体から選出する。 

５ 幹事はフォーラムを円滑に運営できるよう協力する。 
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（総会） 

第７条 総会は、必要に応じて会長が招集する。なお、開催に関しては、書面又は電子メー

ルによる開催とすることができる。 

２ 会長は、必要に応じて会員以外の出席を認めることができる。 

３ 総会は、フォーラムの事業及び運営に関する基本的事項について報告又は審議し決定

する。 

 

（取組） 

第８条 フォーラムは次の取組を行う。 

 (1) 気候変動による影響や気候変動対策に資する取組、ビジネス等についての情報共有 

 (2) 事業者間・異業種間の相互交流、情報交換、ネットワーク形成 

 (3) その他第１条の目的を達成するために必要な取組 

 

（事務局） 

第９条 フォーラムの事務局は栃木県気候変動適応センター（栃木県環境森林部気候変動

対策課）に置く。 

 

（その他） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、フォーラムに関し必要な事項は、会長が別に定め

る。 

 

 附 則 

  この要綱は、令和３(2021)年４月 23日から適用する。 
 



別表

幹事構成団体

  一般社団法人 栃木県経営者協会

  公益社団法人 栃木県経済同友会

  栃木県中小企業団体中央会

  一般社団法人  栃木県商工会議所連合会

  栃木県商工会連合会

  株式会社 足利銀行

  株式会社 栃木銀行

  国立大学法人 宇都宮大学



令和３年度とちぎ気候変動対策連携フォーラム事業計画 

 
１ 情報提供・情報共有事業 

  気候変動による影響が企業経営に及ぼす影響についての理解を深めるとともに、気候変動を

チャンスと捉えた気候変動対策に資する取組等について共有を図ることを目的に、セミナーや

会員間等による交流会を開催する。 

＜テーマ＞ 

 気候変動の現状、国等の政策、経営戦略、気候変動対策ビジネス先進事例紹介 等 

＜開催時期＞ 

 第１回：７月（本日開催） 

 第２回：12月頃（予定） 

 

２ コーディネーター支援事業 

  気候変動対策ビジネス創出等のための相談窓口として、（公財）栃木県産業振興センターに

コーディネーターを配置する。 

＜主な活動内容＞ 

 新規ビジネス創出に向けた企業間マッチングや各種支援施策紹介 等 

 

  【コーディネーター窓口】 

（公財）栃木県産業振興センター 産業振興部ものづくり産業振興グループ 

マネージャー 出口 信吉 

窓口相談：毎週木曜日・金曜日（要事前連絡） 

連 絡 先：０２８－６７０－２６０１ 

 

 
 とちぎ気候変動対策連携フォーラム事務局 

栃木県気候変動適応センター（栃木県環境森林部気候変動対策課） 

連 絡 先：０２８－６２３－３１８７ 

E - m a i l：tochi-tekiou@pref.tochigi.lg.jp 
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